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県立病院看護勤務表自動作成システム募集要項  

 

１ 趣旨 

 この要項は、兵庫県の各履行場所の病院等における看護勤務表自動作成システム（以

下「本システム」という。）を選定するために、公募型プロポーザルに係る企画提案書の

募集について必要な事項を定める。 

 

２ 調達システム名称 

  県立病院看護勤務表自動作成システム 

 

３ 履行場所 

  ＮＴＴ西日本 神戸データセンター他（詳細は仕様書のとおり） 

 

４ 契約期間 

  契約締結日から令和７年３月 31日までとする。 

   ただし、諸手続完了後に繰越予定であり、完成期日を令和７年７月 31日に変更する予

定である。 

 

５ 本システムの内容 

  「県立病院看護勤務表自動作成システム基本仕様書」(以下「仕様書」という。)によ

る。 

 

６ 事業費 

  120,469千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

７ 参加手続き 

(1) 事務局       〒650-8567 

                神戸市中央区下山手通５丁目 10-1 

兵庫県病院局企画課 情報戦略班 

         電話(078)341-7711（内線 3451） 

         MAIL byouinkikakuka@pref.hyogo.lg.jp 

 

(2) 募集要項の配布等 

ア 直接紙面での配布期間 

令和６年 11月 26日(火)から同年 12月６日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を

除く。)の午前９時から午後４時まで(正午から午後１時までを除く。) 

イ 配布場所 

上記(1)に同じ。 

ウ インターネットからのダウンロード期間 

兵庫県ホームページからのダウンロードも可とする。 

令和６年 11月 26日(火)から同年 12月６日(金)まで 

mailto:byouinkikakuka@pref.hyogo.lg.jp
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(3) 説明会の実施 

以下の日程のとおり説明会を実施する。参加を希望する者は、令和６年 12 月２日

（月）午後４時までに説明会参加申込書（様式 1号-2）を事務局あてに持参又はメー

ルにて提出すること。（持参の場合は午前９時から午後４時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）） 

ア 日時 

令和６年 12月３日(火)（予定） 

イ 場所 

  兵庫県庁１号館１階Ｂ会議室 

ウ 留意事項 

    出席は、１参加事業者当たり２名以内とする。 

    説明は説明会参加申込書に記入された確認したい事項を中心に行う。 

    メールで説明会参加申込書を提出する場合は、件名を「【参加申込】県立病院看護 

勤務表自動作成システム説明会 会社名」とすること。 

 

(4) プロポーザルへの参加 

  プロポーザルに参加しようとする者は、別添様式による参加表明書及び企画提案書

等を提出しなければならない。 

ア 参加表明書の提出 

 ① 提出方法 

所定の参加表明書（様式１号）により行うこととし、事務局へ持参又は郵送す

ること。 

② 受付期間 

令和６年 11月 26日(火)から同年 12月 18日(水) (土曜日、日曜日及び祝日を

除く。)の午前９時から午後４時まで(正午から午後１時までを除く。)。 

郵送の場合は、令和６年 12月 18日(水)午後４時必着とする。 

③ 提出場所 

上記(1)に同じ 

 

イ プロポーザルにかかる質問及び回答 

① 質問方法 

質問は所定の質問書（様式２号）により行うこととし、事務局へメールにより

送付すること。なお、メールの件名は「【質問】県立病院看護勤務表自動作成シス

テムプロポーザル 会社名」とすること。 

② 受付期間 

令和６年 11月 26日(火)から同年 12月６日(金)午後４時まで。 

③ 回答方法 

令和６年 12 月９日(月)より順次、質問書提出者及び参加表明書提出者の全員

に対し、質問者名を伏せた形で電子メールにより送付する。 
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ウ 企画提案書等の提出 

①  提出方法 

事務局へ持参又は郵送すること。あわせて事務局に同資料のデータをメールで

送付すること。なお、データは PDF形式とし、容量が大きい場合は USB等の記憶

媒体で提出すること。メールで提出する場合は、件名を「【提出】県立病院看護勤

務表自動作成システム企画提案書等 会社名」とすること。 

②  受付期間 

令和６年 12月 23日(月)から令和７年１月６日(月) (兵庫県の休日を定める条

例（平成元年兵庫県条例第 15号）第２条に規定する県の休日を除く。)の午前９

時から午後４時まで(正午から午後１時までを除く。)。 

郵送の場合は、令和７年１月６日(月)午後４時必着とする。 

③ 提出書類 

Ａ 企画提案書等 

次の書類を 10部(正本１部、副本 9部)提出すること。ただし、副本には会社情

報等、提案者が判別できる内容は記載しないこと。 

また、本資料（募集要項）及び仕様書の内容を踏まえた提案資料等とすること。 

書類 内容 様式 

提案内容要約版 プレゼンテーションで使用する資料と

して、提案内容をＡ４版 10 枚以内にま

とめること。なお、別紙の項目のとおり

章立てて提案すること 

任意様式 

企画提案書 表紙（様式第３号）を添付し、別紙の

項目のとおり章立てて提案すること 

第３号 

任意様式 

機能要件対応への

対応 

機能要件仕様書（仕様書別紙１）につい

ての対応の可否を全て記載すること。 

仕様書別紙

１ 

会社概要 名称、代表者名、設立年月日、経歴・沿

革、資本金、従業員数、本支店の所在地、

業務内容等 

第４号 

業務受託実績に 

関する調書 

受託企業名、職員数、所在地、契約年月

日、契約継続年数、導入内容等 

第５号 

実施体制に関する

提案書 

① 人員体制 

② 企業体制 等 

第６号 

見積金額 ① 見積書（令和７年３月 31 日までの

導入費及び年間運営費用等） 

 ※年間運営費用は５年契約とし単年

支払いを想定 

② 導入費の内訳 

※ハード明細、ソフト明細、工数、単

価を詳細に記載すること 

任意様式 

納税証明書 県税（個人県民税及び地方消費税を除 納税証明書
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く）に係る徴収金（延滞金等の附帯金を

含む）の滞納がないことを証する納税証

明書 

（３） 

 

    Ｂ 提出時に添付する資料 

 決算書等直近の貸借対照表、損益計算書及び余剰金又は欠損金の処理状況を

記した書類を１部添付すること。 

     その他、会社のパンフレット等参考となる資料（無ければ添付する必要はない。） 

 

   エ プレゼンテーション 

     第１次選考として書類審査を実施し、参加する上位５者を選定後、提出された

企画提案内容についてのプレゼンテーションを求める。（令和 7 年１月中旬を予

定） 

 詳細は企画提案書を提出した者に対して別途連絡する。 

 

   オ 記入方法 

    ① 提出書類は、原則Ａ４版・縦型・横書き・左綴じで作成すること。構成図等の

場合にはＡ４版・横型・横書きでもかまわない。 

      なお、提案内容要約版はプロジェクターで投影することを前提に作成するこ

と。 

② 提案書に記載する文字は日本語、文字の大きさは 12ポイントとし、書体は任

意とする。（図表等、本文以外はこの限りでない。） 

③ 文章を補完するための写真、イラスト、イメージ図は使用してよい。 

④ 添付する資料はＡ４版に統一すること。 

 

   カ 留意事項 

① 提出書類作成において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とす

ること。 

② 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。 

③ 提出書類は、非公開とする。 

④ 提出書類は、返却しない。 

⑤ 提出書類が、本要項に定める様式に適合しない場合は、提出された提案書を無

効とすることがある。 

⑥ 提出書類に虚偽の記載があった場合には、提出された提案書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して、指名停止の措置を行うことがある。 

⑦ 書類提出後の記載内容の変更は、原則として認めない。 

 

   キ 費用負担 

参加者の負担とする。 

 

   ク 事務局が交付する資料の取扱い 
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事務局が交付する資料を、応募に係る検討以外の目的で使用することは禁止す

る。また、この目的の範囲内であっても、事務局の了承を得ることなく、第三者

に対して、これを開示したり使用させたりすることも禁止する。 

 

８ 参加資格 

(1) 日本国内において平成31年４月以降に医療機関における看護勤務表自動作成システ

ムの導入実績があること。 

(2) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登

録されている者であること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に基づく県の入札

参加資格制限基準による資格制限を本公告の日から企画提案書の受付期間の末日ま

での間において受けていない者であること。 

(4) 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を、本公告の日から企画提案書の受付期間

の末日までの間においてなされていない者であること。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法

（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てが本公告の日から企画提

案書の受付期間の末日までの間においてなされていない者であること。 

(6) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(7) 暴力団排除条例（平成 22 年兵庫県条例第 35 条）第２条第１号に規定する暴力団、

同条第３号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成 23年兵庫県公安

委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係がない

者であること。 

 

９ 当選者の選定、決定及び通知の方法 

(1) 選定方法 

選定は「県立病院看護勤務表自動作成システム事業者選定委員会」（以下「委員会」

という。)において行う。なお、第１次選考として書類審査を実施し、プレゼンテーシ

ョンに参加する上位５者を選定する。 

(2) 決定方法 

委員会の選定結果に基づき、当選者及び次点者を決定する。 

(3) 選定結果の通知 

選定結果は、参加者全員に対して文書で通知する。 

(4) 当選後の取り扱い 

当選者は「県立病院看護勤務表自動作成システム」の契約予定者となる。 

 (5) 失格事項 

   次のいずれかに該当した者は失格とする。 

   ア 期限までに企画提案書を提出しなかった者 

   イ 正当な理由なくプレゼンテーションの実施時間に遅れた者 

   ウ 提出書類に虚偽の記載をした者 

 

10 選定後の手続き 
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 (1) 契約準備等 

   契約予定者は、選定結果通知後、直ちに事務局が求める書類を提出するとともに、

準備作業について、事務局と打ち合せを行うこととする。 

 (2) 契約 

  ア 契約内容は、仕様書及び企画提案書に基づいて決定する。なお、仕様書について

は変更することがある。 

イ 契約担当者は、契約締結後において、業務受託者が提案事項について、虚偽の記

載等の不正と認められる行為があった場合は、契約の解除ができるものとする。 

ウ 契約予定者は、当選後に上記８の(3)～(7)の事由に該当したときは、速やかに契

約担当者に申し出なければならない。 

エ 契約担当者は、前項の申し出を受けた場合、当該契約予定者の当選を取り消し、

次点者を当選者とする。 

 

11 添付資料 

  県立病院看護勤務表自動作成システム基本仕様書 

 

12 その他 

  本提案の公告の日（令和６年 11月 26日(火)）から、委員会において選考が終了する

までの間は、「３ 履行場所」に対する本件に関する営業活動は禁止する。営業活動の事

実が認められたときは失格になることがある。 
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（別紙） 

 

 

提案内容要約版及び企画提案書にて提案を要する項目 

 

下記項番の順番で提案内容要約版及び企画提案書を準備すること。 

分類 

項番 
評価分類 

評価 

項番 
評価項目 

１ 基本事項 
１ 事業スケジュール(契約から本稼働立会いまで) 

２ プロジェクト体制及び導入支援 

２ 
特に配慮を 

求める事項 

１ 費用低減や運用効率化の工夫（システム構成面） 

２ 費用低減や運用効率化の工夫（システム機能面） 

３ 看護勤務表自動作成の具体的な平均速度 

３ 要求仕様書の遵守 １ 

要求仕様書の対応状況 

（仕様書別紙１のうち、特に提案が必要と認める

事項について記載） 

４ 運用の継続性 １ システムの運用継続 

５ 導入費 １ 導入費の経済性 

６ 運営費 
１ 運営費の経済性 

２ 運営支援 

 


